
亀 山 市 予 算 の 編 成 及 び 執 行 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ８ 号  

 

亀 山 市 予 算 の 編 成 及 び 執 行 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則  

 

第 １ 条  亀 山 市 予 算 の 編 成 及 び 執 行 に 関 す る 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山

市 規 則 第 ３ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 」 を 「 第 ３ 号

か ら 第 ５ 号 ま で 」 に 改 め る 。  

第 ２ ６ 条 中 第 ２ 号 を 削 り 、 第 ３ 号 を 第 ２ 号 と し 、 第 ４ 号 か ら 第

１ ２ 号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

第 ２ ８ 条 た だ し 書 中 「 第 ３ 号 」 を 「 第 ２ 号 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ 中  

「  

 

 

                             を  

 

 

                            」  

 

 

 

 

 

１ 報酬 支出決定

のとき。 

支出しよう

とする当該

期間の額 

報酬支給調

書 

  

２ 給料  支出決定

のとき。 

支出しよう

とする当該

期間の額 

給料支給調

書 

 

３ 職員手当 支出決定

のとき。 

支出しよう

とする額 

手当支給調

書及び各々

の手当を支

給すべき事

実の発生を

証明する書

類 

  



「  

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

に 、  

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

」  

  

 

 

 

 

 

 

１ 報酬 会計年度

任用職員

以外の職

員 

支出決定

のとき。 

支出しよう

とする当該

期間の額 

報酬支給調

書 

  

会計年度

任用職員 

支出決定

のとき。 

支出しよう 

とする当該 

期間の額 

発令通知書

兼勤務条件

通知書又は

勤務条件変

更（更新）

通知書（変

更（更新）

した場合に

限る。）、

支給明細書

及び報酬調

書 

 

２ 給料  支出決定

のとき。 

支出しよう

とする当該

期間の額 

給料支給調

書 

 

３ 職員

手当 

会計年度

任用職員

以外の職

員 

支出決定

のとき。 

支出しよう

とする額 

手当支給調

書及び各々

の手当を支

給すべき事

実の発生を 

証明する書

類 

 

 会計年度

任用職員 

支出決定

のとき。 

支出しよう 

とする当該 

期間の額 

発令通知書

兼勤務条件

通知書又は

勤務条件変

更（更新）

通知書（変

更（更新）

した場合に

限る。）、

支給明細書

及び報酬調

書 

 

 



「  

 

 

 

                             を  

 

 

 

                            」  

「  

 

 

 

 

                             に  

 

 

                             

 

」  

 改 め る 。  

第 ２ 条  亀 山 市 予 算 の 編 成 及 び 執 行 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

別表第１中７の項を削り、８の項を７の項とし、９の項から２８

の 項 ま で を １ 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

附  則  

こ の 規 則 中 第 １ 条 の 規 定 は 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 、 第 ２ 条 の 規 定

７ 賃金 雇入れの

とき。 

（支出決

定 の と

き。） 

賃金単価、

雇用人員及

び雇用期間

の積算額 

（支出しよ 

うとする額）

雇入決議書

及び賃金支

給調書 

（任用通知

書（更新の

場 合 に 限

る。）及び

賃金調書） 

長期雇用職員

賃金について

は、括弧書に

よることがで

きる。 

８ 報償費  支出決定

のとき。 

支出しよう

とする額 

支給調書 物 品 の 場 合

は、１１の項

の需用費に準

ずる。 

９ 旅費 支出決定

のとき。 

支出しよう

とする額 

出張命令書、

請求書、旅

行依頼書又

は支給調書 

  

 
７ 削除     

８  報償費  支出決定

のとき。 

支出しよう

とする額 

支給調書 物 品 の 場 合

は、１１の項

の需用費に準

ずる。 

９ 旅費 会計年度

任用職員

以外の職

員 

支出決定

のとき。 

支出しよう

とする額 

出張命令書、

請求書、旅

行依頼書又

は支給調書 

  

会計年度

任用職員 

支出決定

のとき。 

支出しよう 

とする当該 

期間の額 

発令通知書

兼勤務条件

通知書又は

勤務条件変

更（更新）

通知書（変

更（更新）

した場合に

限る。）、

支給明細書

及び報酬調

書 

 



は 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


